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第１回熊本地方労働審議会 

令和５年１１月２８日（火）10：00～ 

 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  定刻より早いですけれども、皆様おそ

ろいですので、ただいまより令和５年度第１回熊本地方労働審

議会を開催いたします。審議に入りますまでの間、事務局として

進行を務めさせていただきます熊本労働局雇用環境・均等室の

佐藤と申します。よろしくお願いいたします。それでは、着座で

説明させていただきます。 
  本日は、お手元にお配りしております熊本労働地方審議会会

次第に沿って進めさせていただきます。 
  それでは、まず、定数の報告をさせていただきます。本日は、

１８名の委員のうち、６名欠席で１２名の皆様にご出席いただ

いております。従いまして、地方審議会令第８条の規定により委

員の３分の２以上の出席として成立要件を満たしておりますこ

とをご報告いたします。 
  次に、委員の皆様のご紹介についてですが、今年度は委員の皆

様の改正の時期に当たりまして、各種書類の提出等お手数をお

かけし、あらためて御礼を申し上げます。再任の方、新任の方い

らっしゃいますが、２年間よろしくお願いいたします。 
  辞令につきましては、机上に置いておりますので、ご確認をお

願いいたします。 
  お手元のレジュメの３ページに、委員の名簿をお配りしてお

りますので、ご確認ください。なお、新任の委員の方がいらっし

ゃいますので、簡単にご紹介させていただきます。 
  労働者代表、園田委員、連合副会長でいらっしゃいます。 
  労働者代表、山野委員、連合副会長でいらっしゃいます。 
  使用者代表、甲斐委員、県商工会女性部連合会副会長でいらっ

しゃいます。 
  そのほかの皆様、この名簿により紹介に代えさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
  なお、本日は、公益代表の岩下委員、労働者代表の花岡委員、

山野委員、山本委員、使用者代表の甲斐委員、阪本委員の６名が

欠席となっております。 
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  それでは、局長の新田よりご挨拶を申し上げます。 
 
新田労働局長  皆様、おはようございます。それでは、私のほうから、今日の

内容にも関わります三つ説明をさせていただきます。着座にて

失礼いたします。 
  まず、はじめといたしまして、委員の皆様方におかれましては、

本審議会への参加、また日頃からの労働行政全般にわたる経営

運営方針へのご協力に対して、私からもこの場をお借りして御

礼を申し上げる次第でございます。 
  さて、今年度の当局業務運営につきましては、既に机上にも配

布させていただいております行政運営方針に基づいて行ってい

るところでありますけれども、大きく分けて政策目標として、一

つ目は「地域の雇用状況に対応した多様な人材の活躍促進」、二

つ目として「多様な働き方を選択でき、安心して働き続けられる

環境整備」というものとなっているところでございます。 
  この１点目の多様な人材の活躍促進につきましては、本県の

企業進出が相次いでおります半導体関連産業をはじめといたし

まして、医療、介護、福祉、建設、警備、運輸といった人手不足

と言われる分野での人材確保を図るとともに、新規学卒者をは

じめとして、多様な人材の活躍促進を図ること、さらには人への

投資の関連施策を推進するといった内容となっているところで

ございます。 
  ２点目の政策目標の労働環境の整備の欄ですけれども、それ

については内容として三つの項目が入っておりまして、一つ目

は、本年４月から従業員１，０００人を超える企業に対して、男

性労働者の育児休業の取得状況の公表の義務化がされておりま

すし、３０１人以上に対する男女の賃金の差異の公表が本格化

していくと、その対応を行うとともに、同一労働同一賃金の遵守

の徹底など、希望に応じた働き方の選択と活躍が可能な環境整

備を図っていくものであります。 
  二つ目は、この１０月８日から過去最大の上げ幅をもって改

定されております本県の地域別の最低賃金について、その周知、

履行の確保を図るとともに、中小企業と小規模事業者が賃上げ

をしやすい環境整備を図るため、業務改善助成金をはじめとす

る各種支援策の活用促進に取り組むものであります。 
  三つ目として、令和６年４月から建設や自動車運転、医師など



3 
 

に、時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえまして、関

係団体と連携した周知、支援を積極的に行うとともに、今年度を

初年度とする第１４次労働災害防止推進計画に基づく労災の防

止の推進でありますが、これらにおきまして、労働者が安全で健

康で働くことができる環境の整備を図っていくとしているとこ

ろであります。 
  ここまでは、今年度当初からの流れでありますけれども、今後

においては、これらの取り組みに加えまして、短時間労働者にも

賃上げの流れを波及させるということと、人手不足への対応が

急務となることも踏まえて、９月２７日に取りまとめられ、１０

月から既に実施しております。「年収の壁・支援強化パッケージ」

に盛り込まれた施策、特にキャリアアップ助成金など、新メニュ

ーの活用促進などによりまして、本人の希望に応じて、可能な限

り労働参加できる環境整備に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。 
  本日におきましては、これら二つの政策目標に係る上半期の

実績と評価、およびそれを踏まえた下半期の取り組み方針を説

明させていただきますので、当局においてのさらなる効果的な

取り組みに資するため、皆様におかれましては、忌憚のないご意

見をそのままいただければ幸いでございます。 
  どうぞよろしくお願いいたします。 
 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  ありがとうございました。次に、審議

会会長の選出の件ですけど、その前に、委員の皆様には開催通知

を渡辺会長名でお出しした件ですけれども、添付しております

中央審議会令第４条第３項が会長の職務にも適用できるという

ことで、渡辺会長名で今回の審議会の開催通知を出させていた

だいたところです。 
  審議会会長の選出の件では、なお、今回、委員が改正されまし

たので、中央審議会令第５条にある会長を選出すべきですが、事

前に委員の皆様にメールでご連絡いたしましたように、前期に

引き続き、渡辺委員に事務局よりお願いしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 
 

（異議なし） 
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  ありがとうございます。それでは、議事に入らせていただきま

すが、事前にお断りですけれども、この会場が１２時には必ず返

す必要がありますので、議事進行にご協力をお願いいたします。 
  では、以降につきましては、中央審議会令第５条第２項の規定

により、渡辺会長に議長をお願いいたします。 
  渡辺会長、よろしくお願いいたします。 
 
渡辺会長  よろしくお願いいたします。前期に引き続き会長ということ

で、ほかに立候補の方がいらっしゃったらと思っておりました

けれども、私の方で務めさせていただきます。また、皆様から、

いろいろなご意見をいただきたいなと思っております。 
  先ほど、局長からもお話がありましたけれども、ＴＳＭＣ進出

によって、多分、労働環境はいろいろ変わっているかなとか、あ

と最賃の上げ幅が今回すごく大きかったとか、その辺りもあり

ますので、ぜひ、また後ほど皆様の活発なご意見をいただきたい

なと思っております。着座にて進行をさせていただきます。 
  まず、今回の審議会の議事録及び資料につきましては、熊本地

方労働審議会附則第６条第２項により、原則として公開という

ことになります。 
  では、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 
 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  それでは、資料について説明させてい

ただきます。 
  本日お配りしておりますファイルに配布資料一覧ということ

で表紙を付けております。その中に、今回の会次第とか説明資料

も一緒に挟んでおりますので、ご確認をお願いいたします。 
  配布資料につきましては、一応、説明順ということで、まず資

料１は、今回の労働行政運営方針の概要版ということで付けて

おります。資料２としまして、政策目標Ⅰ関係になりますけれど

も、職業安定部関係資料で２－１から２－６まで添付しており

ます。そして、資料３といたしまして、政策目標①、②関係です

けれども、雇用環境・均等室関係資料で３－１から３－７まで資

料を付けております。政策目標Ⅱの③の関係といたしまして、労

働基準部関係資料としまして、資料４になりますけれども、資料

４‐１‐１から４‐２‐３までを付けております。各インデッ

クスを付けていますので、ご確認をお願いいたします。 
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  資料については、以上になります。よろしくお願いします。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。では、議事に入ってまいります。 
  一つ目、令和５年度労働行政運営方針政策目標進捗状況につ

いて、政策目標Ⅰ、Ⅱを一括して説明していただいた後、質疑、

意見交換を行うことといたします。なお、各部、室からの説明に

は、事前にご質問いただいた方への回答も含めております。 
  では、説明をお願いいたします。 
 
植木職業安定部長  職業安定部長の植木でございます。よろしくお願いい

たします。 
  私からは、政策目標Ⅰ「地域の雇用状況に対応した多様な人材

の活躍促進」につきまして、ご説明をさせていただきます。用い

ります資料については、こちらの資料を使いますので、お手元に

ご用意ください。それでは、着座にて説明させていただきます。 
  職業安定部関係、政策目標Ⅰでございますけれども、医療、福

祉をはじめとしまして、従来の人手不足分野に加えまして、熊本

におきましては、半導体関連の産業も活況を呈する中で、人材確

保が困難な状況というものが続いております。 
  このような状況を踏まえまして、１ページ目の下に三つの取

り組みがありますけれども、今年度はこの三つの取り組み、人手

不足分野の人材確保、多様な人材の活躍促進、個々の能力開発支

援、こちらを実施しているところでございます。 
  これから、各取り組みの実施状況を報告させていただきます

けれども、まず、その前に直近の雇用情勢についてご説明を差し

上げたいと思います。 
  資料の２－１をご覧いただけますでしょうか。一般職業紹介

状況、令和５年９月分でございます。 
  １ページめくっていただきまして、「労働市場の概況」という

ページがございますけれども、そちらの丸の一つ目でございま

す求人倍率の動向でございますが、９月の有効求人倍率は、前月

から０．０１ポイント低下をしまして、１．２９倍となっており

ます。水準としましては、全国平均と同水準になっております。 
  続いて、丸の二つ目でございますが、求人の動向です。新規求

人数は、７カ月連続で減少をしている状況でございます。全体と

しましては、製造業、特に半導体市場が現在、世界的に在庫調整
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局面に入っている影響がありまして、半導体関連求人の動きが

鈍いという状況が続いております。一方でコロナの 5 類移行後

に、インバウンドを含めた観光客の増加などがございまして、宿

泊業や小売業など観光関連の業種の求人が増加をしているとい

う傾向にございます。 
  次に、三つ目の丸で求職の動向ですが、新規求職申し込み件数

は、９月は２カ月ぶりに若干増加をしたところでございますけ

れども、特段大きく増加をするような傾向は見られないところ

でございます。全体としましては、熊本県においては、有効求人

倍率は全国平均と同水準でありまして、堅調に推移をしている

と考えているところでございます。 
  続いて、資料の２－２をご覧いただけますでしょうか。令和６

年３月県内新規高等学校卒業予定者の職業紹介状況でございま

す。まず、①の求職者数ですけれども、就職希望者数全数と県内

希望者数ともに対前年で減少をしている状況がみられます。生

徒の数が減少をしていることであるとか、進学率の高まりなど

が要因として考えられるところでございます。 
  それから、その二つ下の③の所、求人倍率ですけれども、県内

の求人倍率は３．６３倍でございまして、これは統計を取り始め

た平成２年度以降で最も高い数字でございます。長期的な人手不

足の中におきまして、人材確保がなかなか進まないというところ

で、企業様も新卒者の採用意欲というのは非常に高い状況にある

ということであったりとか、コロナで採用を抑制していた企業さ

んが採用を増やしているということが、高い求人倍率の要因とし

て考えられるところでございます。 
  その二つ下の⑤の就職内定率でございますけれども、就職内

定率９月末時点では４９．５％でありまして、前年同月を若干下

回っているところですが、この時期の数値としては、平成２年度

以降、１１番目に高い数字でございまして、新規学卒者の内定状

況も堅調に推移をしていると考えております。 
  雇用情勢の説明は、以上でございます。 
  続いて、各取り組みの実施状況を説明させていただきますの

で、お手元の配布資料に戻っていただきまして、今度は２ページ

目をご覧ください。 
  取り組みの一つ目としまして、半導体の産業をはじめとした

人手不足分野における人材確保につきまして、上半期の実績と
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評価でございます。まず、半導体関連産業における人材確保支援

としましては、昨年１２月より月１回、半導体関連求人情報誌を

発行しておりまして、それを熊本県内のハローワークだけでは

なく、九州のほかの労働局や熊本県、それから熊本県の東京事務

所大阪事務所などにも情報提供を行っているところでございま

す。 
  また、本年６月３０日に半導体関連企業説明・就職相談会をグ

ランメッセ熊本にて開催をいたしました。本イベントの周知に

は、地元の各自治体をはじめとしまして、福岡南部のハローワー

クや熊本県の東京事務所、大阪事務所にもご協力いただき、広く

周知広報を行ってまいりました。こちらのイベントですけれど

も、当日は２０の企業と３０４人の求職者の方にご参加をいた

だくことができました。 
  続いて、医療、介護、福祉、保育等分野における人材確保支援

ですけれども、こちらにつきましては、ハローワーク熊本に人材

確保対策コーナーという専門窓口を設置しておりまして、そち

らでの取り組みとしまして、まず求職者への支援としましては、

求職者の方にアンケートを実施しまして、その結果を踏まえた

職業相談や情報提供の実施をしているところでございます。 
  続いて、３ページ目です。一番上の求人者への支援でございま

すけれども、求職者アンケートの結果、例えばですけれども、応

募先選定の際に重視する項目であるとか、前の事業所を辞めた

退職の理由であるとか、そういった情報を求人者に提供しまし

て、訴求力の高い求人票の作成や職場環境改善のための参考に

してもらっているところでございます。 
  続いて、こちらの実績ですけれども、実績は青の枠で囲ってい

る所になりますけれども、ハローワークにおける人材不足分野

の就職件数の実績でございます。９月末の実績で、年間目標に対

して進捗率は４７．６％となっておりまして、９月末の進捗率の

目安である５０％は超えていない状況であります。また、昨年同

期比では９９．５％となりまして、前年同期をわずかながら下回

っている状況でございます。 
  就職件数が延びていない理由といたしましては、全体の新規

求職者数が減少傾向にあることが要因と考えておりますけれど

も、今後は人手不足分野の魅力発信などの取り組みも進めてい

く必要があると考えているところでございます。 
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  続きまして、人手不足分野の人材確保に対する下半期の取り

組み方針でございます。まず、半導体関連産業における人材確保

支援につきましては、県内の半導体関連求人を集めた求人情報

誌を引き続き発行し、県内外の関係機関に情報提供を行ってま

いります。 
  ここで、事前に小野委員より質問をいただいておりますが、

「半導体関連産業の求人情報誌については、紙媒体でしょうか。

ＬＩＮＥ登録などウェブを使った展開を考えていますか」との

ご質問をいただきました。 
  求人情報誌につきましては、資料の２－３に付けております

けれども、こちらの求人情報誌、2 次元バーコードで読み込むこ

とでスマホから求人が見られるようにしているのですけれども、

こちらの求人情報誌は、熊本労働局のホームページのハローワ

ーク求人情報誌という項目の欄に毎月掲載をしているものにな

ります。また、ハローワーク熊本で行っておりますＬＩＮＥのリ

ッチメニューテキストからも、こちらが閲覧できるようになっ

ているところでございます。 
  資料の３ページに戻っていただきまして、下半期の取り組み

方針の続きでございますが、半導体関連産業における人材確保

支援の項目のひし形の二つ目の記載でございますけれども、本

年６月に実施しました半導体関連企業説明・就職相談会の第２

回目を１２月２０日にグランメッセ熊本にて開催をすることと

いたしました。 
  そちらにつきましては、行ったり来たりで申し訳ありません

が、資料２－４でございます。本イベントのチラシを載せており

ます。１２月２０日、グランメッセ熊本にて開催をいたします。

そのチラシの裏面に、参加企業名を入れておりますけれども、前

回の６月にやったときのこちらのイベントにつきましては、２

０社の参加だったのですけれども、今回は前回を超える３１社

に参加をしていただくことになりました。多くの方にご来場い

ただけるように、各ハローワークや関係自治体等々連携をして、

周知広報を行ってまいりたいと思っております。 
  続きまして、資料の３ページにまた戻っていただきまして、下

半期の取り組み方針の二つ目の項目でございますけれども、医

療、介護、福祉、保育等分野における人材確保支援、こちらの下

半期の取り組み方針ですが、こちらにつきましては、ハローワー
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ク熊本の人材確保対策コーナーを中心に、引き続き各種就職相

談会などを行うとともに、警備協会や社会福祉協議会との共催

による警備や介護の就職相談会の実施であるとか、介護職の魅

力発信の取り組みなどを行ってまいりたいと考えております。 
  続きまして、４ページでございます。②の取り組みですけれど

も、新規学卒者、就職氷河期世代、高齢者等の多様な人材の活躍

促進についてでございます。上半期の実績と評価でございます

が、まず新規学卒者への就職支援についてでございますが、大学

等と連携をしました就職セミナーとか大学等での学生との個別

面談の実施、学卒者対象求人の開拓、不安感の軽減を図るための

臨床心理士の相談、こういった取り組みを行ってまいりました。

実績につきましては、セミナー等の開催実績等につきましては、

そちらに記載の通りでございます。 
  続きまして、その下の次の項目の就職氷河期世代の活躍促進

についてでございます。ハローワーク熊本に設置をしておりま

す就職氷河期世代専門窓口におきまして、専門担当者で構成を

するチーム支援、キャリアコンサルティング、就職後の定着支援

等の伴走型支援を実施しているところでございます。 
  続いて、実績です。ハローワークの職業紹介により、正規雇用

に結びついた就職氷河期世代等の件数、こちらは年間目標に対

する進捗率は５３．０％でございまして、進捗目安の５０％を超

えております。実際の件数も昨年同期を超えている状況であり、

堅調に推移をしていると考えております。 
  続きまして、５ページ目でございます。高齢者の就労・社会参

加の促進についてです。７０歳までの就労確保措置についての

周知啓発や県内６カ所のハローワークに設置しております生涯

現役支援窓口におきまして、チーム支援、面接会の開催、職場見

学等を行っている状況でございます。 
  続いて、実績ですが、生涯現役支援窓口での就労支援チームに

よる高年齢求職者の就職実績です。６５歳以上の就職件数は、年

間目標値に対する進捗率が５６．２％であり、就職件数も前年同

期を上回っている状況でございまして、堅調に推移をしている

と考えております。６５歳以上の就職率、６０歳から６５歳の就

職率も、現在、目標の就職率を上回っているという状況でありま

して、高齢者雇用につきましては、全体として堅調に推移をして

いると思っております。 
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  続いての項目ですけれども、非正規雇用労働者、フリーターへ

の就職支援でございます。こちらにつきましては、求職者担当制

による個々の状況に応じたきめ細やかな個別支援を行っている

ところでございます。主な支援内容につきましては、そちらに記

載の通りでございます。 
  続いて、実績ですけれども、若者ハローワーク等を利用して、

就職したフリーター等のうち、正社員として就職した者の割合

でございます。こちら、８月末の数値でございますけれども、実

績値としては７２．１％でございまして、目標を上回っていると

ころでございます。 
  すみません、事前に委員の皆様にお送りした資料では７２．

２％となっていたのですけれども、正確には７２．１％でござい

ます。大変失礼いたしました。訂正をさせていただきます。 
  ここで、小野委員からご質問をいただいておりますけれども、

「フリーター等の正社員就職について実数は分かりますか」と

いう質問をいただきました。 
  こちら、若者ハローワーク等を設置しておりますのは、熊本、

八代、菊池、玉名の四つのハローワークでございますけれども、

そちらの全体の合計の就職件数としては３０１件でございまし

て、そのうち正社員の就職件数は２１７件でございます。割合に

すると、７２．１％でございます。 
  続きまして、６ページ目をご覧ください。障害者の就労促進に

ついてでございます。こちらにつきましては、ハローワークと関

係機関が連携をしまして、作業準備段階から職場定着まで一貫

したチーム支援により、多様な障害特性に応じた就労支援を実

施しているところでございます。 
  続いて、実績でございますが、ハローワークの職業紹介による

障害者の就職件数、こちらは年間目標に対して進捗率が４７％

と目安の５０％を下回り、若干進捗が遅れている状況ではござ

いますが、就職件数自体は前年同期を上回っている件数でござ

いまして、概ね堅調に推移をしていると考えているところでご

ざいます。 
  続きまして、外国人に対する支援でございますけれども、こち

らについては多言語音声翻訳機などを用いましての就職支援の

ほか、適正な雇用管理に関する助言指導を行うための事業所訪

問指導というものを実施しているところでございます。 
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  続きまして、実績でございますが、外国人労働者の雇用事業所

の訪問指導件数ですけれども、年間目標に対して９月末時点で

は、進捗が４０．７％と若干進捗が遅れている状況ではございま

す。ただ、前年同期に比べ、件数としては増加をしているところ

でございますので、下期も引き続き計画的に取り組んでいきた

いと思っているところでございます。 
  続いて、下半期の取り組み方針ですけれども、まず新規学卒者

への就職支援につきましては、下半期は就職未内定者の生徒に

対して、担当者制による個別支援や職業相談会の開催など、就職

を希望する生徒全員の就職を目指して取り組んでまいりたいと

思っております。それから、就職氷河期世代につきましては、多

様なセミナーや企業説明会の開催、職場実習・体験、インターン

シップですね、そちらの受け入れ事業所の開拓を推進してまい

ります。 
  続いて、７ページです。１番目でございますけれども、高齢者

につきましては、上半期同様に７０歳までの就労確保措置の周

知啓発や生涯支援窓口における就労支援チームによる支援等を

引き続き行って、高齢者の就労を促進してまいります。 
  非正規労働者、フリーターにつきましては、求職者担当者制に

よる個別支援や各種企業説明会等への参加勧奨などを引き続き

行ってまいります。 
  障害者につきましては、令和６年４月から障害者雇用率が２．

５％に引上げられることに伴いまして、従業員４０人以上の事

業所に対して採用意向アンケートを実施し、事業所訪問等によ

り障害者の雇入れに係る助言指導を実施してまいります。 
  それから、外国人につきましては、個々のニーズを踏まえた就

職支援を引き続き実施するとともに、外国人労働者雇用事業所

への事業所訪問指導を計画的に行ってまいります。 
  続いて、８ページでございます。③の取り組み、「人への投資」

関連施策の推進によるデジタル分野を中心とした個々の能力開

発支援につきまして、上半期の実績と評価でございます。デジタ

ル分野における新たなスキル習得による円滑な再就職のため、

各ハローワークにおきまして、訓練施設による訓練説明会を開

催し、訓練内容のミスマッチの低減を図っているところでござ

います。 
  また、その説明会にハローワークの職員も参加をして、デジタ
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ル分野の訓練内容を正しく把握した上で、再就職支援を行って

いるところでございます。 
  また、地域の人材ニーズを踏まえた訓練コースを設定するた

めに、各市町村や事業主団体に対しまして、ニーズ調査を実施し

ております。加えて、訓練実施機関や訓練生、採用企業に対して

も、デジタル分野の訓練について訓練効果が期待できる内容が

どういうものなのかとか、訓練効果を上げるために改正すべき

点はどういう点なのかなどのヒアリング調査を行ってまいりま

した。 
  それから、求職支援制度につきましては、ＳＮＳ等を活用して

積極的な周知広報を行ってまいりました。 
  続いて、実績でございますが、デジタル分野の職業訓練の状況

でございます。訓練開講数、受講者数につきましては、そちらに

記載の通りでございます。 
  続きまして、人材開発支援助成金の活用勧奨です。人材開発支

援助成金という助成金がございますけれども、こちらは職務に

関連した専門的な知識や技能を習得させるために、職業訓練な

どを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃

金の一部を助成するといった人材開発支援助成金という助成金

がございますが、現在、政府としましては、人への投資を加速化

させていこうというところで、この人材開発支援助成金に昨年

度より人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コ

ースという二つのコースを新設いたしました。 
  助成金の詳しい内容につきましては、資料２－５にございま

すので、後ほどご覧いただければと思いますけれども、こちらの

助成金の周知及び活用勧奨を行ってまいりました。通信業等利

用が見込まれる職種をターゲティングの上、事業所訪問による

活用勧奨であったりとか、各種団体への参加企業への周知依頼、

各種説明会やセミナー等での助成金の説明を行ってまいりまし

た。 
  続いて、９ページです。実績でございますけれども、助成金の

活用勧奨の実績ですけれども、個別の事業所訪問による活用勧

奨は３５８件を行いました。また、約３，５００部のパンフレッ

トを配布しているところでございます。その結果としまして、９

月末現在の助成金の実績はそちらに記載の通りでございます。 
  続いて、下半期の取り組み方針ですけれども、職業訓練関係に
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つきましては、デジタル分野に係る公的職業訓練の受講勧奨を

引き続き実施してまいります。また、上半期に行いました地域の

訓練ニーズ調査とデジタル分野のヒアリング結果を基に、来年

度、令和６年度の地域職業訓練実施計画案を策定してまいりま

す。求職者支援制度の周知は、引き続きＳＮＳ等を活用して積極

的な周知を図ってまいります。それから、人材開発支援助成金関

係ですけれども、人への投資促進コースと事業展開等リスキリ

ング支援コースにつきましては、引き続き、活用勧奨を行ってま

いりたいと思っております。 
  各取り組みの報告は以上でございますが、私から最後に、令和

４年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価改

善の取り組み、ハローワーク総合評価の結果報告をさせていた

だきたいと思います。 
  資料につきましては、資料２－６をご覧ください。ハローワー

クのマッチング機能に関する業務の評価改善の取り組みであり

ますハローワーク総合評価につきまして、令和４年度の実績を

ご報告いたします。 
  こちらのハローワーク総合評価は、平成２７年度から実施を

している取り組みですけれども、全てのハローワークにおきま

して、業務ごとに目標値を設定して、その達成状況を点数化し、

それに応じて相対評価などを行って課題を分析し、業務改善を

行っていくという取り組みでございます。 
  そちらの資料２－６の４ページ目をご覧ください。真ん中に

表がございますけれども、評価としましては、類型１「非常に良

好な成果」から、類型４「成果向上のための計画的な取り組みが

必要」、こういった４段階に評価になっております。令和３年度

につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染動向を踏ま

えまして、相対評価については実施をしておりませんので、今回

令和４年度の全国の結果が、前回、令和２年度と比較しますと、

類型１「非常に良好な成果」であったハローワークが０所から４

所へ増加いたしました。類型２「良好な成果」と類型３「標準的

な成果」は、令和２年度と同水準となりまして、類型４「成果向

上のための計画的な取り組みが必要」、こちらが１６所から９所

と減少をいたしました。 
  全国の状況はこちらに記載の通りですけれども、熊本局の状

況でございますが、熊本局につきましては、類型１の「非常に良
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好な成果」という評価になったハローワークはありませんでし

た。類型２の「良好な成果」につきましては、二つのハローワー

ク、ハローワーク宇城とハローワーク菊池、こちらが類型２「良

好な成果」との評価になりました。 
  それから、残りの７つのハローワークにつきましては、全て類

型３でございまして、類型４につきましては、熊本はありません

でした。 
  続いて、その次の５ページ目でございますけれども、ハローワ

ークサービス改善の取り組みにつきましては、職員の自主性、創

意工夫を生かした取り組みを全国のハローワークから募って、

優れた取り組みに対して表彰を行うというハローワーク業務改

善コンクールというものを厚生労働省にて実施をしております。

このハローワーク業務改善コンクールは、民間の企業の方にも

選考委員をお願いし、隔年で開催をしているものになります。 
  令和４年度におきましては、当局のハローワーク宇城が作成

しましたリーフレット「障がい、難病等のある方へのハローワー

クご利用ガイド」、こちらが全国から２０１件の応募があった中

から全国１位となり、優勝をいたしました。当局の取り組みにつ

いて、高い評価を得ているところでございます。 
  それから、その次のページからですけれども、資料の最後に各

ハローワークの就職支援業務報告、こちらを掲載しております。

こちらの【３】におきまして、各ハローワークの課題やそれを踏

まえた今後のサービス、業務改善の取り組みなどを記載してお

ります。現在、これらを踏まえた対応を各ハローワークにて行っ

ているところでございます。 
  私からの説明は、以上でございます。 
 
北口雇用環境・均等室長  お世話になっております。雇用環境・均等室長

の北口でございます。 
  私からは、進捗状況の１０ページの政策目標Ⅱの「多様な働き

方が選択でき、安心して続けられる環境整備」の雇用関係の①、

②を続けて、説明をさせていただきたいと思います。すみません、

着座で説明させていただきます。 
  それでは、１１ページの①ですけれども、全ての労働者が希望

に応じて働き方の選択が可能な環境を整備しますということで

すけれど、女性活躍とか男女雇用機会均等法の履行確保をやり
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ますということで、この上の表ですけれども、令和４年４月１日

から、ご存じの通り、１０１名以上の企業で義務化された女性活

躍推進法の一般事業主行動計画、女性が会社の中で活躍できる

よう環境整備を図るため目標を定めて取り組むものですが、そ

れの提出状況は表１に書いてあるような通りで、１００名以上

のところ２件となっていますけれども、ほぼできております。 
  かけ足で申し訳ない、次の男女の賃金の差異の公表状況つい

てということで、これは下の表ですけれども、今年の４月から３

０１名以上の企業に公表義務がかけられたもので、公表先とし

て女性活躍推進企業のデータベースとか自社のホームページ、

そのほか、求職者の方が簡単に閲覧できるようなところに公表

することになっています。 
  この１１ページの中ほどの表につきましては、女性活躍推進

企業のデータベースがありまして、そちらに掲載をされている

企業の規模の差異の平均値で、各企業の労働者ごとに分けてい

るような数字になっております。ほかの自社ホームページとか

でしている所もあるかと思います。いずれにしても３０１名以

上の企業でまだ確認できていない所は、今後問い合わせ等を踏

まえ掲載する、あるいは掲載しなければ、掲載するように法の履

行確保を図っていきたいと考えております。 
  ちなみに、直接説明はしませんけれども、資料３－１にこの公

表についてのリーフレットを一緒に載せてございますので、参

考にしてください。 
  小野委員から、「賃金の差異に関する情報公開の状況について」

ということで、「この辺りについて、取り組み、今後、格差の解

消についてどう考えていますか」というご質問がありました。 
  これについては、現在、日本の男女間の賃金の格差も、ご存じ

のように縮小傾向にありますけれども、ほかの先進国と比較し

ますと、依然差が大きい形になります。その中で、この男女の賃

金の差異は、女性活躍推進法もそうですけど、その行動計画の策

定、取り組みの結果、特に女性の登用とか継続就業とか、そうい

う進捗を図る一つの観点として有用なものということで、賃金

の差異を見られるようにとしているものですし、例えば、女性の

新規登用を積極的に行うと、場合によっては差異が広がってし

まったりとか、あるいは管理職の数の男女差があることで差異

が大きくなったりとか考えられます。女性活躍において、各自の
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非正規労働者の比率とか管理職の比率、平均勤続年数、そういう

状況の分析というか、それを行って男女の賃金の差異の原因を

取り除くというために、公表をお願いしているのが一つであり

ます。 
  ただ、分析を公表することによって、どんどん差異が小さくな

っていくとは考えておりません。ただそのままという訳にはい

きませんので、例えば募集採用、あるいは配置とか、昇進・昇格、

男女の取り扱いに問題がないか、その辺り報告徴収することも

ありますので、場合によっては、厚生労働省のホームページの中

に「男女間の賃金の格差の解消のためのガイドライン」と、男女

間賃金格差分析ツールも掲載しておりまして、そういうものを

参考にしながら、各企業間に原因はなぜかということを分析し

て、企業に取り組んでいただくことになります。 
  続きまして、１２ページにまいりますけれども、男性の育児休

業取得促進の支援ですけれども、こちらは１，０００人を超える

企業の男性の育児休業の取得率の公表を実施するという形に、

今年４月からなっています。実際、熊本では１７社のうち１５社

がそういう形でされていると確認されております。２社につい

て、１社は事業年度をまだ終了していないということで、これか

らということ、もう１社についても、確認し、掲載するように、

うちの方で指導している状況です。引き続き公表、周知という形

で実施していきたいと考えております。 
  それから、この関係で井寺委員から貴重なご意見をいただき

まして、その中で、「引き続き、男性育児休業の取得促進を目指

した取り組みを、継続してください」というお話でした。当然、

期待に応える形で取得促進を伝えていきたいと思いますし、も

う一つ「えるぼし」認定について、熊本の場合は、九州では多少

「えるぼし」の関係の取得の事業所は多いということだけれど

も、ほかの岩手とか新潟とかさらに高い地域もありますので、そ

ちらについては「取り組み、何か差があるのでしょうか」という

話と、「都道府県市町村の施策の影響などがあるのでしょうか」

ということでございました。 
  正直、各自治体の施策の内容までは、私も承知しておりません

で、自治体によりましては、「えるぼし」じゃないのですけれど

も、似たような女性の活躍を応援するような認定制度、あるいは

「くるみん」に似たような育児の関係を応援する認定制度、そう
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いうところは確かにございます。もしかしたら、その辺も関係し

ているのかとは思いますし、いずれにしろ、「えるぼし」の認定

制度、あるいは「えるぼし」の認定を受けることによるメリット、

それを今後もずっと周知していくことによって認知度を上げて、

それに基づいていろんなところから認定という形にするんだと

いう話をして、引き続き実施していきたいと思います。 
  次の１２ページは、三つ飛ばしまして、総合労働相談と個別紛

争解決援助制度の実施状況とハラスメントの関係ですけれども、

総合労働相談コーナーの全国の相談件数でいくと、今年の上半

期、４月から１０月までは１万３００件程度ありました。昨年が

９，６００件程度でしたので、数字としては昨年より増えている

形になっております。いじめ・嫌がらせの関係が、今年も８２０

件ほどありまして、昨年が６９０ぐらいありましたので、ハラス

メント関係の相談、いじめ・嫌がらせがやはり多くなっていると

思います。それと下の方の個別労働紛争解決援助制度の実施状

況、これは労働者と事業主との間にいろんな紛争が生じたとき

に、早期で解決するための制度ですけれども、数値的にはここも

ありますように、昨年よりも、いじめ・嫌がらせ、あるいはハラ

スメントの関係が増えておりますので、いずれにしろ、相談にし

ても、この援助制度にしても、１人で悩むことがなく、ぜひ相談

してほしいということでありますので、今後、こちらについては、

広報を実施していきたいと思いますし、各事業所については、資

料の３－３でハラスメントは許しませんよという、こういうポ

スター、リーフレットを作成しておりますので、事業所への周知

啓発を進めたいと思っています。 
  それと、次の１３ページの②の生産性向上等に取り組む等に

より最低賃金・賃金の引上げを行う企業への支援を行うことに

ついて、説明させていただきます。こちらは、まず最低賃金を引

上げるための生産性向上の取り組む事業場を支援するために、

業務改善助成金という形で実施があります。それが、８月３１日

に拡充されまして、資料３－４に載せておりますけれども、中身

的には事業場内の最低賃金の差を３０円以内から５０円以内ま

で拡充する、それと５０人未満の事業場に限り、引上げ後の申請

が可能ですよという形で拡充されています。 
  ちなみに、昨年度が１４４件の申請ですけれども、今現在１８

５件出ていますので、活用につきましては、これからも申請が出
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てくるかと思いますので、引き続き支援したいと思っておりま

す。 
  それから、最低賃金の改定についてですけれども、これは１３

ページの中ほどの表に示されています。熊本県の最低賃金が１

０月８日の発効となり、目安額の３９円を上回る４５円を引上

げて８９８円という形になっております。表の中ほどに、特定最

低賃金、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械が９４０円、

その下の自動車・同附属品製造業の関係が９６５円にそれぞれ

改定され、１２月１５日から発効になっています。ちなみに、百

貨店総合、スーパーにつきましては、熊本県最低賃金が８９８円

になりますので、そちらが上回るということで、そのまま８９８

円が適用され、改正必要なしということで、見送られております。 
  最低賃金の周知につきましては、当然、ポスター、リーフレッ

ト、ラジオ番組、その辺りに続いて、集中的にいろんな広報を行

っているということです。９月２９日には、県内一斉に、管内一

斉周知活動として、労働局で熊本駅をはじめ、労働局からは熊本

駅、県内の各監督署ではいろんな商業施設とかで周知活動を実

施したとなっています。それと、蒲島熊本県知事に、最低賃金の

周知と最賃引上げの関係で、いろんな支援、そちらについても直

接、要請活動を行っております。 
  業務改善助成金の賃金引上げの支援等の周知、活用啓発に重

点において、そんな形で説明をその中ではしていくことを思っ

ています。 
  下半期につきましても、引き続き、最低賃金の周知、業務改善

助成金の活用の周知、あるいは実施して、いろんな中小企業、事

業場に対して支援していきたいと思っておりますし、働き方改

革支援推進センターなどの活用もしてもらうという形で、周知

広報をしていきたいと考えております。 
  それと小野委員から、「年収の壁・支援強化パッケージについ

て、労働局はどんなことをされていますか」という質問がありま

した。ありがとうございます。 
  年収の壁のパッケージは、全世代型社会保障構築本部にて決

定されたという形になります。資料は３－５－１から５－３ま

で、３枚載せております。この辺は１０６万円からと、１３０万

円と、配偶者手当の対応という形。それにつきましては、熊本県

経営者協会様、中小企業団体中央会様、県商工会議所連合会様と
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商工会連合会様と連合熊本様、社会保険労務士会様に、こういう

形になっておりますのでお願いしますという要請をしておりま

す。さらにホームページで掲載をしております。 
  キャリアアップ助成金が３－２に確かあったと思いますけれ

ども、こちらにつきましては、被保険適用者１００名以上の事業

場８００社に対して周知広報を行っているところです。 
  それからもう一つ、直接、行政運営方針そのものに直接関係な

いと思いますけれども、資料の説明だけさせてください。 
  資料３－６、労働契約締結時や求人を出すときに、労働状況の

内容の改正、その辺りのリーフレットとなります。この辺は、労

働基準法、パートタイム労働契約、それと…、３－６－２かな、

次の緑のこちらは職業安定の改正の関係で、求人者、あるいは求

人を載せる場合、派遣、求人にも内容的には同じような改正にな

っていますけれども、こういう形で来年４月から変わりますの

で、載せさせていただいております。 
  ３－７ですけれども、フリーランスの取引に関する新しい法

律ができましたということで、今年５月に成立した特定受託事

業者に係る取引の適正化等に関する法律で、来年の秋口に施行

される形になっております。フリーランスの方が安心で働ける

環境整備を行うための法律ですので、参考の資料として、今、紹

介させていただきました。 
  以上で、説明を終わらせていただきます。 
 
東労働基準部長  皆さん、お疲れ様でございます。労働基準部長の東でござい

ます。 
  私からは、令和５年度の熊本労働局行政運営方針の政策目

標Ⅱ、資料としては１０ページになります。政策目標Ⅱの「多

様な働き方を選択でき、安心して働き続けられる環境整備」の

うち、②番の最低賃金につきましては当局でございますが、先

ほど、雇用環境・均等室から説明がありましたので、私からは

３番の安全で健康に働くことができる環境整備について、上

半期、９月末までの推進状況を資料及び参考資料を元に説明

したいと思います。 
  この１０ページに課題が書かれておりますけれども、３段

落目に記載されております通り、近年、増加を続けております

労働災害、これが当行政の課題となろうかと思います。こうし
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た状況を踏まえまして、取り組みの③で健康で働くことがで

きる環境の整備を推進することを掲げているところでござい

ます。 
  この方針に基づきまして、行政運営方針を行った上半期の

業績評価につきましては、２枚めくっていただきまして、１５

ページ、見開きの右のページになります。③番、安全で健康に

働くことができる環境整備をしますというところの、まずは

大きな鍵括弧で書かれております「熊本労働局第１４次労働

災害防止推進計画を踏まえた労働者が安全で健康に働くこと

ができる環境の整備」になります。 
  この資料１５ページの冒頭、労働災害の発生状況を記載し

ておりますけれども、お付けしている資料の、飛びますが、４

－１－２、表を付けてございます。こちらをご覧いただければ

と思います。この資料の一番左に、緑色の枠で「死傷者数」と

書かれた欄がございますが、その一番下に９月末現在の死傷

者数１，７８１人が記載されております。これは、令和５年度

です。この右の枠に令和４年度がありますので、令和５年度の

三つ隣に「１，８３５人」と書かれていますので、これを単純

に比較すれば減っているということになりますが、その間に

あります「新型コロナウイルス感染症による労働災害」がござ

いまして、これを除きますと、それぞれの黄色い欄に「差し引

き」という欄があって、下を見ていただきますと、令和５年が

１，３８６人、令和４年が１，３１０人になりますので、この

図で見てみますと、前年度より７６人増えているという状況

が見て取れるかと思います。 
  そして、令和５年の差し引きの欄に、数として色をお付けし

ておりますけれども、業種別で見てみますと、社会福祉施設の

１５９人、小売業の１４７人、道路貨物運送業の１４５人と、

それぞれ全体の約１割強を占めている状況にございます。 
  また、資料をお付けしておりませんけれども、事故の型とい

たしましては、転倒、動作の反動、無理な動作、いわゆる行動

災害、これが多く発生しておりまして、全体の４割強を占めて

いる状況にございます。さらに、こちらの資料にございません

が、高年齢労働者の災害が多く発生しておりまして、５０歳以

上で５割強、６０歳以上で３割近くを占めている状況にござ

います。 
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  こうした状況を踏まえまして、今年度策定しました５カ年

計画でございます第１４次労働災害防止推進計画に掲げまし

た七つの重点項目を中心にですね、資料、ちょっと戻ってしま

いますけれども、１５ページに記載しておりますさまざまな

取り組みを実施したところでございます。 
  今年度は、先ほど説明しましたように、社会福祉施設におけ

ます行動災害、転倒、腰痛が多く発生している状況から、１０

月は全国衛生週間というものを展開しているところでござい

ますけれども、ここにおきまして実施しました局長パトロー

ルにおきましても、腰痛予防の取り組みといたしましてノー

リフトケアの実践を広報するなど、県民全体で労働災害防止

に向けて取り組むよう、意識の醸成を図っているところでご

ざいます。 
  この状況は、資料の４‐１－４を見ていただければ、一番下

に絵がありますけれども、こういうノーリフティングマシー

ンを使って、労働災害を防止していきましょうと広く周知し

ているところでございます。 
  下半期の取り組みといたしましては、先ほど説明しました

災害が多く発生しております社会福祉施設、小売業、道路貨物

運送業を中心に、さまざまな取り組みを踏まえ、それを広く周

知し、県民の安全指導を高め、労働災害の撲滅に向けて取り組

むこととしているところでございます。 
  次に、ページをめくっていただきまして、１６ページの大き

な鍵括弧にございます「長時間労働の抑制」についてでござい

ます。働き方改革関連法につきましては、順次施行されてまい

りましたけれども、中小企業の中には、法令に関する知識や労

務管理改善が必ずしも十分でないというところがございます

ので、改正法の遵守徹底のため、きめ細やかな相談支援を行っ

ているところでございます。 
  また、時間外労働の上限規制の適用が猶予されております

建設業、自動車運転の業務、医師などにつきましても、来年、

令和６年４月から適用されますことから、集中的に説明会を

開催いたしまして、改正後の周知徹底を図っているところで

ございます。さらに、各種情報から、時間外、休日労働時間が

１カ月８０時間を超えていると考えられる事業所、長時間に

わたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた
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事業所に対しましては、重点的に監督指導を実施していると

ころでございます。 
  下半期のこれらの取り組み方針といたしましては、引き続

き、中小、小規模事業所に対する相談支援、時間外労働の上限

規制に対する説明会を実施していくこととしております。ま

た、今月１１月は、過労死等防止啓発月間でもございます。こ

れに合わせて実施します過重労働解消キャンペーンにおきま

して、過重労働が疑われる事業所への重点監督でありますと

か、ベストプラクティス企業の取り組み事例を紹介するなど、

長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止に取り組

むこととしているところでございます。 
  ベストプラクティス企業につきましては、先日１１月１６

日におきまして、取り組み事例の収集を行いましたので、これ

を広く周知することを行う予定としておりますし、過労死等

防止推進シンポジウムにつきましては、本日午後から、熊本テ

ルサで開催をします。 
  そして、最後になりますが、１６ページ下の方、大きく書い

てあります「迅速かつ公正な労働保険の給付」についてでござ

います。労災補償業務につきましては、そちらに表を記載して

おりますけれども、令和５年度、本年度におきましても、脳、

心臓疾患、精神障害事案などの、いわゆる複雑困難事案と称し

ておりますが、こういった労災請求が高止まりの状況にござ

います。なお、新型コロナウイルス感染症についても掲載して

おりますけれども、こちらの申請状況は大分落ち着いてきて

いる状況にございます。 
  被災労働者に、迅速かつ公正な労災保険の給付を行うため、

労働局と監督署が連携しまして、迅速、的確な事務処理に務め

ているところでございます。また、各種労災補償制度につきま

しても、局のホームページなどで周知、その利用促進を図って

いるところでございます。 
  下半期の取り組み方針といたしましては、引き続き、被災労

働者に対します迅速かつ公正な労災保険の給付を行いますと

ともに、各種労災保険制度について広く周知を行い、労災補償

制度を適切に利用していただけるよう、取り組むこととして

いるところでございます。 
  令和５年度上半期におけます実績評価並びに下半期の取り
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組み方針につきましては、以上になります。引き続き、多様な

働き方を選択でき、安心して働き続けられる労働環境の整備

を局、署、一丸となって取り組んでいくこととしております。 
  労働基準行政に関する説明は、以上となります。 
 
渡辺会長  ありがとうございました。では、ここから質疑、意見交換に

入りたいと思います。事前に、公益代表委員の小野委員、それ

から公益代表委員の井寺委員からご質問をいただいておりま

したが、先ほど事務局の中で説明いただきました。 
  では、皆様、活発なご意見をいただければと思いますけれど

も、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
  では、園田委員、お願いいたします。 
 
園田委員  お世話になります。連合熊本副会長の園田でございます。よ

ろしくお願いいたします。 
  私から、政策目標Ⅰの人材確保、人手不足のところについて、

少し確認をさせていただきたいと思いますけれども、これま

での説明の中では、分野といいますか、半導体だったりとか、

人手不足の業種に関する説明をしていただきましたけれども、

県内の地域差といいますか、ＴＳＭＣの関係で北部の方は盛

り上がっているような話はよく出るのですけれども、その反

面、南部がという話も、少し、われわれの耳に届くところがあ

りますので、実態として、県内の格差といいますか、地域ごと

の格差があるかどうかについて、お聞かせいただければと思

います。よろしくお願いします。 
 
渡辺会長  では、事務局から回答をお願いいたします。 
 
植木職業安定部長  ご質問ありがとうございます。 
  すみません、今手元に県北と南部の差という数値は、ちょっ

と持っていないのですけれども、確かに北部につきましては、

ＴＳＭＣの進出によって、菊池所管内を中心にかなりの盛り

上がりをみせている状況はあるかなと思いますけれども、一

方その恩恵が南部にはまだ届いていないというのはあるかな

と思っていまして、球磨とか水俣とかあの辺の地域に関して

は、なかなかそういった波及効果が来ていないかなと思いま
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すので、そういった意味では、県内で北部と南部での格差は出

てきているのかなとは思っているところでございます。 
 
渡辺会長  園田委員、いかがでしょうか。 
 
園田委員  ありがとうございます。ちょっと感覚的な話で非常に申し

訳なかったのですけれども、確かに人手不足の業種、それもあ

るんでしょうけれども、実態として、やはり南部の方も含めた

熊本として盛り上がっていくべきだと思っておりますので、

そうした実態があるようであれば、何らかのさらなる支援と

いいますか、そういったのもご検討いただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。 
  以上です。 
 
渡辺会長  ほかに何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
  では、乘富委員、お願いいたします。 
 
乘富委員  乘富と申します。着座にて失礼いたします。 
  議事にはあまり関係ないかもしれないのですけれども、人

材活躍と環境整備、どちらにも関わってくるので、意見として

お話をしたいと思うのですけれども、今、男性の育児休業につ

いては、世の中の方が何か頑張ってくださっているような気

がするんですけれども、私たち働く女性の意見を聞くと、この

看護休暇、これは、今、小学校就学前となっていると思うんで

すけれども、私の労働組合のある職場ですと中学校就学前ま

でとか、中学校卒業をするまでというふうに拡充して有給で

休むことができますけれども、今、私の周りでも、中学生を自

分たち一人だけで病院にやるのかとか、薬剤師さんが「この人

に処方は出せない。中学生一人で来ても出せない」と言われて、

結局、休んでいかなければならないという問題が出てきます。 
  私たち、労働組合がある所は、それでどうやってか拡充して

いくのですけれども、大体の所は労働組合もなくて、実際は小

学校行く前までの看護休暇でどうにか対応していらっしゃる。

本当に難しいなと思いますので、全ての人が働きやすくする

ためにというところで、こういうところを拡充していただき

たいなと思います。 
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  あと、２人以上で１０日となっているのですけれども、３人

でも１０日だったり、４人でも１０日だったりするような職

場もあります。そういうところも、ぜひ見直していただきたい

と思いまして、今日の議事の中にこういった問題はございま

せんけれども、意見として、すみません、出させていただきま

す。 
  よろしくお願いいたします。 
 
渡辺会長  乘富委員、ありがとうございます。今、意見としてというこ

とでしたけれども、何か事務局からございますか。 
 
北口雇用環境・均等室長  ありがとうございます。各制度とか法律の関

係の分、いろいろあるかと思いますが、政策的な部分がありま

すので、意見として十分その辺は審議させていただきたいと

思います。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。ほか。 
  斉藤委員、お願いいたします。 
 
斉藤委員  中小企業団体中央会の斉藤でございます。 
  配布されているこの資料の８ページですけれども、ここに

「求職者支援制度による再就職支援」という枠がありまして、

その中でデジタル分野における職業訓練、これの訓練開講数

が１９件で前年同期７０％ぐらいで、ちょっと下がっている

のですね。今の経済情勢といいますか、円安でエネルギー高、

それから原料高ということで、非常に厳しい経営状況、中小企

業の方には差し迫っているのですけれども。とは言いつつも、

中小にとっては、例えば賃金の原資とか、設備投資の原資を稼

ぐためには、生産性を上げていく必要があるということは、十

分認識できているところですけれども、そういう中で、一つの

解決策としてデジタルということが挙げられておるんですね。 
  ということで、ここのデジタルということから、協力に推進

していただいているということは非常にありがたいと思って

いるんですけれども、各企業にも調査をされているらしいで

すけれども、ただ、この訓練開講数が減っているという原因で

すけれども、施策はいいんですけれども、中小企業たちが求め
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ているデジタルへのスキル、知識、それと職業訓練の内容が果

たしてマッチングしているかどうかというところは一つ気に

なるところでございますので、ニーズ調査までされていると

いうことで、全くマッチングしていると思うんですけれども、

来年度以降、仮にミスマッチがあるならば、ここをぜひお願い

したいというのが１点。 
  もう一点ですけれども、この冊子の方ですけれども、先ほど

ご説明がありました「令和４年度ハローワーク総合評価結果

概要（類型別）」という表ですけれども、この中で全体評価と

いうことで、令和２年から令和４年度の県内の各ハローワー

クの取り組みについてありました。類型２の「良好な結果」が

宇城と菊池、２ハローワーク、それ以外類型３と思うんですけ

れども、令和２年度がどういう調査でやったかということを

少し情報として教えていただきたいということと、宇城と菊

池がどういう点で「良好な成果」に分類されたか、分かれば教

えていただければと思います。 
  以上でございます。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。一つ目は、デジタル人材の訓練の内

容と知識、企業が求める知識がマッチしているかということ

で、二つ目は資料の２－６の総合評価の４ページ目の表につ

いてでした。事務局からお願いいたします。 
 
植木職業安定部長  ご質問、ありがとうございます。 
  まず、１点目の訓練関係でございますけれども、委員がおっ

しゃられているように、実際の訓練内容と企業さんのニーズ

とかがマッチしているのかというところは一つあるとは思っ

ておりまして。実際、開講数が減っているのは、デジタル分野、

例えばＩＴとかデザイン関係のデジタル分野の訓練を開講し

ても、なかなか集まらないという実態が実はありまして、訓練

生が望んでいるのは、そこまでのレベルではなくて、もっと例

えばエクセルとかワードとかのレベルの技術を身につけたい

というところで、そこでちょっとミスマッチが発生している

のかなとは思っているところです。 
  なので、実際に、その企業さんからの訓練ニーズのアンケー

トなんかもやりましたので、来年度、少しその辺りも是正して
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いければいいかなとは思っているところでございます。 
  それから、２点目のハローワーク総合評価につきましては、

令和２年度の状況ですけれども、すみません、数字が今ないん

ですけれども、類型１はなかったんです。類型２が、ちょっと

減ったと。確か４所ぐらいあったんだけど、今回２所に減って

いるという状況でございました。 
  今回、宇城と菊池がなぜ良好な成果になったのかですけれ

ども、これ、ハローワーク総合評価、項目がすごく分かれてい

まして、細かく点数化されているんですね。ある取り組みをし

たら何点とか、これをやらなかったらゼロ点とかいう、日々の

業務の取り組みの細かい指標があるんですけれども、そうい

ったもので、宇城と菊池はかなりいろんな細かい取り組みを

積み重ねた結果というところで、実はあるんですけれども、ほ

かのハローワークは、例えば月に事業所を何件訪問しなさい

とかそういうのも点数にあるんですけれども、そういったも

のがなかなか所の体制とかもあって、実際の目標値にまでい

かなかったとかで点数がつかなかったとか、そういう細かい

取りこぼしが多々あったんですけれども、菊池と宇城に関し

ては、そういった取りこぼしもなく、きちっとその目標のもの

を取っていったというところで点数が積み重なって、類型２

に入ったというところでございます。 
 
斉藤委員  分かりました。ありがとうございました。 
 
渡辺会長  私も、今のハローワークの総合評価に関してですけれども、

全国的にみても、ちょっと熊本は平均よりも低い評価だとい

うのと、令和２年と比べても低くなっているということです

けれども、問題点、今、おっしゃっていましたけれども、今後、

何か改善のためにどういうふうにしていこうといったことは、

具体的に策を何か検討されていますか。 
 
植木職業安定部長  はい。取りこぼさないというところを徹底してやってい

こうと思っていて。だから、さっきちょっと例に出した、月に

事業所を何件訪問しなさいとかという目標があるんですけれ

ども、そういったところは所のその体制もあるんですけれど

も、工夫をすれば必ずできる目標なんですね。 



28 
 

  なので、細かい指標を取りこぼさなくて、例えば、次のペー

ジにありましたハローワーク宇城が全国で優勝しましたとい

うのがありましたけれども、ああいうのも得点にはすごくな

るんですけれども、こういうのはなかなか、そうそう各所でで

きることではないですけれども、こういった大きな取り組み

ではなくて、細かい取り組み、事業所を訪問する件数であると

か、紹介の件数だとか、そういう細かい取り組みを積み重ねる

ことで評価は上がっていきますので、そういったものを各ハ

ローワークには徹底してやるようにという指示をしてこうと

は思っております。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。人員もあるので無理のないように、

だけれども、できるところで対応するということですかね。あ

りがとうございます。ほか何か。 
  では、小葉委員お願いいたします。 
 
小葉委員  ハローワーク総合評価の件に関しましては、いろいろ大学

でも印象評価等々受けることがありまして、大変な業務なの

で、報告書を書くのも無理のない範囲でやっていただければ

と思っております。 
  そういう中でも、コンクール、業務改善で優勝されたという

ことは、素晴らしいことだと思いますので、感謝の敬意を表し

たいと思っています。ありがとうございます。 
  質問１点ですけれども、幾つかの産業において、労働市場が

非常にタイトになっているということですけれども、このこ

とによって、労働市場が幾つかの産業分野でタイトになった

ことで、誰が困っているかを考えると、労働者の方としては労

働市場に労働需要がありますので、マッチングの問題はあり

ますけれども、就職はしやすくなっているということで、労働

者の方はそんなに困ってないかなと思うんですけれども、一

方で一番困っているのは、多分、県内の既存企業。特に中小企

業の方々で人材が確保できないという困難があるということ

で、それに対して、労働局さんとしてもいろいろな支援をいた

だいているところですけれども、新卒に関してお伺いしたい

んですけれども、県内の既存企業さん、もちろんデジタル人材

に関して、半導体人材に関して確保したいということですけ
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れども、この新卒の人についても確保したいと思うんですね。 
  先ほどご説明では、二つの政策目標に分けて説明をされた

ところがありますので、２番目の政策目標、多様な人材確保と

いう点では、新卒に関するお話もあったんですけれども、県内

の幾つかの産業において、労働市場がタイトになっていると

いうことに対して、新卒をうまく配分していくということに

関しては、何か対応をされているところでしょうかというの

が、質問でございます。 
 
渡辺会長  では、事務局からお答えありますでしょうか。 
 
植木職業安定部長  ありがとうございます。新卒をうまく配分というのは、そ

の業種ごとにということですかね、偏り…。 
 
小葉委員  紹介とか、例えば業種の説明会のようなものをされていた

と思うんですけども、それをハローワークさんがやっている

ということで、なかなか新卒を対象にしてないように思えた

んですけれども、新卒も含めて業界のこういう仕事ですよと

いうのを説明していただけるような機会があればいいのでは

ないかなと思いますが。 
 
東労働基準部長  なるほどですね、分かりました。確かに、新卒に関しては、

一部のハローワークで、例えば建設業とかの魅力をアピール

する説明会とかというのを新卒者向けにやるとかというのは

あるんですけれども、それを個別の業種に向けては、多分、一

つのハローワークでやっていることぐらいなんですね。 
  あとは、全体的な地場企業のあらゆる業種を集めての説明

会というのをやっているハローワークもあるんですけれども、

例えば介護分野に特化して、新卒の方の説明会をやったりと

かっていうところまでは、ちょっと今はやっていないと思う

んですね。 
 
小葉委員  新卒の就職については、さまざまな民間企業によるマッチ

ングのシステムとかもありますので、なかなか労働局さんが

手を出さなくてもいいかもしれないんですけれども、例えば

大学でいろいろ学生の相談にのったりということもしていた
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だいているということですので、学生の就労支援と同時で産

業間のマッチング、労働需給のバランスを調整するという視

点でも、ちょっとこういった労働供給が足りてない分野への

誘導というか、そういったこともしていただけるといいのか

なと思っていました。 
  すみません、以上です。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。私から。今回、最賃がかなりの上げ

幅になっているんですけれども、それぞれ、委員の皆様のお立

場で、どんな感じで感じていらっしゃるのかなというのを聞

けたらいいなと思っていたんですけれども、いかがでしょう

か。まだスタートしたばかりなので、何か動きとしてはないか

もしれないんですが、いかがですか。例えば、使用者委員の皆

さん、何かこういう相談が結構あるとか、何か企業側からする

ととか、何かありますか。 
  では、岩永委員お願いします。 
 
岩永委員  １０月８日から改正されましたけれども、特に８９８円に

上がったということで具体的な話は聞きません。ただ、今朝の

熊日さんの朝刊、あつまるホールディングスさんのＴＳＭＣ

絡みがありますね、進出に関する雇用情報というのが出てお

りましたけれども、やはり一気に最賃が大幅に上がったこと

で、それに合わせて、当然、小さな企業も賃金を上げなくちゃ

いけない。でも、上げきれない企業もいて、もう、それで十分

労働力が確保できずに、ずるずるとまた悪循環に陥っていく

というところがあるようですねみたいな記事が、確か今朝の

朝刊に出ていたと思います。 
  特に、菊陽界隈ですね。そういう意味で、影響が少しずつこ

れから出てくるのかなと。ただ、賃上げの問題に関しましては、

今年限りの問題ではなくて、多分、来年以降も続くわけでしょ

うから、いろんな助成金とかそういうのを活用しながら、使い

やすい、そういうシステムができればいいのかなと思っては

いるんですけれど。 
  以上です。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。 
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岩永委員  それと、すみません。ついでにと言っちゃなんですが、私か

ら一つ。ちょっと、これも質問ですが、６ページの下の方で、

下半期の取り組み方針に新規学卒者への就職支援がございま

す。この中で、「高校生のための就職フェアを１０月１６日に

開催」と書いてございますけれども。すみません、ちょっと私

勉強不足ですけれども、これは、毎年されている事業でしょう

か。 
 
植木職業安定部長  毎年やっているものです。 
 
岩永委員  そうですか。この参加事業所が６２社、参加生徒数４８名と

いうことで、大体、例年こんな感じなんですかね、特に、高校

生さんのこの参加数というのは。 
 
植木職業安定部長  そうですね、もう採用選考が始まって以降なので、既に内

定とかが出ている学生さんは来ないというところになります

ので、概ね大体これぐらい。 
 
岩永委員  これぐらいということですか。そうですか。頂いた資料の２

－２の新規高卒予定者の動き、若干ですけれども、まだ内定率

が、前年から落ちている、わずかですけどね。そういう状況も

あるものですから、高校生の参加率はこんなものかなという

ことで、ちょっとお聞きしたところでございます。周知はもち

ろん、県内の高校生には、全て学校には、されるわけですよね、

当然。 
 
植木労働安定部長  そうですね。やっております。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。先ほどの最低賃金の話と、今回の資

料の３－４のところで、業務改善助成金が活用されていると

ありますけれど、実際、周知としてはどうなんでしょうか。足

りているのかなという。ホームページに掲載しているけれど

も、自分で情報を取りに来ない方たちの周知という形では、何

かしていただいているのかというのは、いかがでしょうか。 
  ここで、プレスリリースとかの自治体、経済団体、金融機関
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へのメール等々は、今、取られているという状況で。 
 
北口雇用環境・均等室長  各団体と、そちらのホームページの掲載と、こ

ちらで各自治体とかいろんな団体に、メールでいろんな情報

を流すというふうに改善したところまでは、お流ししている

ところです。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。今回、結構大幅な賃上げになったと

ころからいうと、もう少し申請があってもいいような気がし

ているんですけれども、それほど、現時点では申請が多くない

のかなと思って。使いたい人に制度が行き届いていないとい

う問題なのか、それとも、これって目先のことだけなので、上

げてしまった後を考えるとなかなか踏み切れないことなのか

な、どっちなのかなと思いながら見ていたところでした。 
  何か、その辺りございますか。 
 
北口雇用環境・均等室長  その辺りの分析は、分からないですけれども、

最低賃金の業務改善助成金そのものは、賃金を上げるためと

いうよりも、業務のいろんな設備投資をして、それに助成金を

出します。それによって生産性を上げる、後々、ずっと賃金が

上げられるように。最低賃金の内容としては、当然、会社の中

の最低賃金を３０円以上上げるとそういう条件はありますけ

れども、基本的には設備投資をして生産性を上げてください

というものになりますので、もしかしたら、その辺りが使うの

が、なかなかマッチしないところがあるのかもしれません。そ

こは、いろんな体制で相談があれば、働き方支援センターとか

でいろんな相談とか受けるような形にしておりますので。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。岩永委員からも、先ほど話もありま

したけど、やっぱりいろいろ半導体企業が入ってきて、既存の

県内の企業が賃上げで、もう苦しくて人が集まらなくてとか

というので、何かそこにしわ寄せが出てしまうといけないな

というのがあって、何とか全体として、上がっていくようにと

いうことで考えられるのかなということで質問をさせていた

だきました。 
  では、小野委員。 
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小野委員  それに関連しておりますが、先ほど質問をさせていただい

た年収の壁対策があります。ここに資料も、これは法令上関係

制度だとは思うんですけれども、最賃が上がったことで、より

意識されている方も少なくないという、うちの社でもアンケ

ートにも出ておりました。 
  今のところ、例えば、労働局に相談であるとか反応であると

か、このパッケージを使用して年収の壁対策を活用したいと

いう相談がどのぐらい寄せられているか、分かりましたら教

えてください。 
 
植木職業安定部長  ありがとうございます。キャリアアップ助成金の新コー

スの問い合わせについては、日々１、２件は来ているところで

はあります。実際に、キャリアアップ計画を既に出されている

所が１６件ほどございまして、影響としてはそういうところ

でございます。 
 
小野委員  ありがとうございます。その数は、多いと判断されています

か。少ないと判断されていますか。 
 
東労働基準部長  多分、労働局とかは分からないんですけれども、私の感覚だ

と正直もっと来るかなと思っていまして、電話とかももっと

バンバン来るかなと。コールセンターを設けておりますので、

そちらにいっているという分もあるんですけれども、もう少

し反響があるのかなと思っていたんですけれども、現状、まだ

計画届がそこまでついてないというところかなと思っていま

す。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。 
  では、徳冨委員お願いいたします。 
 
徳冨委員     幾つかあるのですけれども、一つ目がお願いです。資料３

－３にハラスメントを許しませんという周知を事業所へやって

いただいておりますけれども、われわれも労働相談を受けてい

る中で、一番多いのがハラスメントの相談ですので、ぜひ紹介

していってもらいたいと思っております。企業からの相談もご
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ざいますけれども、最近は、自治体からの相談も幾つかあって

いますので、ぜひ民間企業だけじゃなくて、自治体にも併せて

「ハラスメントは許しません」を周知していただきたいと思っ

ています。 
  それから、提案ですけれども、「えるぼし」がよその県より多

いということですけれども、まだまだ増やしてほしいと思いま

す。「くるみん」もどうなっているのかというのもあるんです

が、熊本県には蒲島知事ご自慢のブライト企業の制度がござい

まして、おそらく 400 社近いと思いますが、現在えるぼし、く

るみんそれぞれ 20 社もないと思います。「えるぼし」「くるみ

ん」の認定を受けることができない企業が、ブライト企業の認

定を受けていいのかなと思っています。ブライト企業について

は、「えるぼし」「くるみん」を取ってもらうように、熊本県に

働きかけてもらえないかなと思っております。 
  それから、先ほどＩＴ関係の人材不足の話がありましたけれ

ども、個人的に思っているのは、特に女性の優秀な方は薬剤師

さんを目指される理系の方が多いと思うんですけれども、薬剤

師ばかりに偏らないように策が講じられないのかなというこ

とを思っています。 
  それから、最後に、これは質問ですけれども、来年度から建

設業、運輸業、医師の時間外の制度が変わるということです。

ちょっと前に若手の医師の方の自殺の問題が出ていましたけ

れども、勤務医の長時間労働の見た目を減らすために、時間外

勤務でなくて宿直に変えて、実際は診療行為をかなりしている

のに表面に見えないようにするということを新聞等でも見る

んですけれども、その辺に対する対策というか「時間外するな、

するな」ということで、返ってそれが実際の医師の働いている

状況を見えなくする危惧があるのですが、それに対する対応が

あれば、教えていただければと思います。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。ご要望とご提案が三つと、今の質

問がありましたけれども、事務局からご回答をお願いしま

す。 
 
北口雇用環境・均等室長  雇用環境・均等のハラスメントの関係で、確か

に相談とかいろんな形で、昨年度と今年を比べると増えて
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きています。多分、今年になって急にそれが発生して多くな

ったというよりも、以前からそういうのがあって、今までど

こに相談したらいいか分からない方が、多分、いろいろ相談

してこられるのかなという感はあります。そういう意味で

は、どんどん相談というのは必要ですし、いろんな窓口に相

談してもらいたいし、する必要があると、引き続き、啓発等

を進めながら、取り組んでいきたいと思います。 
  それで、申し訳ありません、自治体にはうちの本省といろ

んな所管の関係で指導権限がありませんので、民間には当

然しますけれども、自治体から連絡があれば、こういうのが

ありますよという参考とかは可能かと思いますけれども、

ぜひ、というのはなかなかこちらからは難しいというのが

一つあります。申し訳ございません。 
  「えるぼし」「くるみん」の関係、まさにその通りで、い

かに知ってもらうか、どういう制度か、どんなメリットがあ

るかによって申請して、どんどん取っていただきたいとい

う形と、いろんなところで大学生とかの講習会に行ったと

きには、「くるみん」と「えるぼし」は女性活躍のデータベ

ースというのがあって、そこの会社がどういうことをどう

いうふうにやるのか、その辺りを一つの指標として見るの

もいいんですよとは周知しておりますので、データベース

の活用をしていきたいなと思います。 
  ただ、そういう相談で来られる方、「取りたいんですけれ

ども」と相談に来られる分について、「まだ一般事業主行動

計画を立てていません」と言う所が結構ありますので、当然、

まだ義務化になっていないところ、まずはそこから立てて

くださいというところも当然あります。 
  いずれにしろ、うちの方でもホームページとかいろんな

所に広報したり、認定式で周知広報を務めているところで

す。引き続き、周知をしていきたいと思っております。 
 
東労働基準部長  それでは、来年４月から適用になります適用猶予業種の

上限規制のお話をいただきました。ご存じの通り、建設業、

自動車運転、医師が適用になっていくわけですけれども、当

然、法令を遵守していただく必要がございますので、まずは

実態を法令に合わせるんだという上限ですので、それ以下
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にしていただくというところでございます。 
  その事実を変えずに、関係書類等々を改ざんと言うんで

しょうか、変更するのはあってはならんと思いますので、そ

ういうのがあるのであれば、労働局、監督署へご相談をいた

だければ、運用方針、今日の資料にも取組として書いてあり

ますけれども、そういうものが疑われるところについては、

順々的に監督するというふうにしておりますので、ぜひ、そ

ういう場合は情報提供をいただければと思います。 
 
渡辺会長  よろしいでしょうか。あとは、女性で薬剤師を目指す人が

多いけれども、バランス的な、というお話ありましたけれど

も、これはよろしいですかね。 
  では、ほか。そうですね、今回の運営方針政策目標に関し

てのご意見、髙木委員お願いいたします。 
 
髙木委員  資料の７ページに職業安定部長からのご説明があったと

ころだと思いますけれども、外国人に対する支援のところ

で、今年も取り組みされていると思うんですけれども、「外

国人求職者の個々のニーズを踏まえた就職支援を引き続き

実施」ということで挙げられているんですけれども、個々の

ニーズというところで具体的にどういったものがあるのか

というのと、具体例の出来る限りの紹介をしていただける

と、例えば宗教的な配慮をしてほしいとか、言語的な問題で

あるとか、どういうものがあるのかなというのを分かる限

りで教えていただけるとありがたいなというのと、そのニ

ーズに関して、熊本県での就職を希望する外国人労働者の

方には、何か特徴があるのか、全国的に見たところとの比較

という点を、もし分析等をされていらっしゃいましたら、お

答えいただきたいなと。 
  ＴＳＭＣの影響もありますので、ある国に偏った外国人

からの就職の希望があるんだとすれば、特徴が出てきてい

るのかなと思いますので、その点をお伺いしたいというの

が１点でございます。 
  もう一点が、これは質問というか、意見というか、書き方

というかですけれども、労働基準部長様からご説明いただ

いた資料４－１－２ですが、労働災害の発生状況について、
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個別の数字とさらに新型コロナウイルス感染症が発生した

ときの分を差し引いて、それ以外の災害の発生状況をつぶ

さに紹介していただいていて、大変ありがたいと思うんで

すけれども、小売とかが多くなってくる分には、実際の従業

者数が相当多いというところもあると思いますので、発生

率の中で上位の分野というものを教えていただけるとあり

がたいかなと思います。 
  できれば、次回、こういった資料を出していただくとき、

発生率の方を表の中に組み込んでいただけるとありがたい

かなと思いまして、質問がてらお尋ねいたします。 
  以上です。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。では、事務局からお願いいたしま

す。 
 
植木職業安定部長  ご質問、ありがとうございます。外国人の件で１点目のご

質問ですけれども、個々のニーズにつきましては、宗教的な

ものというのはあまり聞いてはいないです。実際に、就労の

形態とか就業時間とか、あるいは言語的なものとか、そうい

ったところにはいろいろお話はあるところではありますけ

れども、それも人によって、外国人だからということでは、

そこはないんですけれども、個々に違うのでお話を丁寧に

聞きながらというところになると思います。 
  熊本で何か特徴的なものというところは、今のところ、全

国的なものと違うかというと、顕著なものは特段、今は出て

いないところですね。ただ、今後、ＴＳＭＣの進出等々で、

また外国人労働者が増えてくる中においては、いろんなお

話が出てくるのかなとは思っておりますけれども、現状、そ

こまでなにかというところはないです。 
 
東労働基準部長  それでは、髙木委員から災害の統計の在り方をご提案い

ただきましたので、大変申し訳ないんですけれども、数値は

災害発生率、要は就業に対する度合いを持ち合わせており

ませんので、今後、そこを踏まえて、占有率は表にはしてい

ませんけれども、思ってはいたんですけれども、発生率とい

う観点が欠落していたようですので、次回からはその辺も
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踏まえた資料作りに務めていきたいと思います。 
  貴重なご意見、ありがとうございます。 
 
渡辺会長  よろしいでしょうか。皆様、活発なご意見、ご質問、あり

がとうございます。ちょっと、時間の関係がございますので、

この二つ目の令和５年度労働行政運営方針施策目標進捗状

況についての質疑、意見交換については、ここで終了とさせ

ていただきたいと思います。 
  議事の３、その他ですけれども、何か、ここで委員の皆様

と共有しておきたいこと等ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 
  では、事務局から何かございますでしょうか。 
 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  事務局から、２点ほど連絡がございま

す。 
  まず１点目が、前田から説明をいたします。 
 
前田雇用環境・均等室長補佐  事務局の雇用環境・均等室の前田です。 
  熊本地方労働審議会運営規定についてのご連絡ですが、

昨年度、この会議で渡辺会長からもご意見をいただきまし

て、整理が必要ということで、今回のこの会議で整理したも

のの案のご提示がちょっとできれば良かったんですけれど

も、ちょっと精査が必要でしたので、厚生労働省の方で地方

労働審議会運営規定準則というひな形を示されていますの

で、それをベースに、この熊本独自で必要な箇所を加えたり

しながら案を作成させていただいて、委員の皆様のご意見

をお伺いしながら完成させていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
  本日は、この連絡だけです。よろしくお願いします。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。改正が繰り返されているという

ので、ちょっとほかのところとの齟齬（そご）が出てきてい

たりしたので、そこを見直してもらっているというものに

なります。 
  ほかに事務局からございますか。 
 



39 
 

佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  第２回目の審議会につきましては、例

年３月中旬から下旬を予定しておりますので、またメール

で日程調整表を送付いたしますので、よろしくお願いいた

します。 
  事務局からは、以上になります。 
 
渡辺会長  ありがとうございます。皆様、今日も議事進行にご協力い

ただきまして、また活発なご意見いただきまして、ありがと

うございました。 
  それでは、議事が終了いたしましたので、議事進行を事務

局にお返しいたします。よろしくお願いします。 
 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  委員の皆様には、長時間にわたる審議、

ありがとうございました。 
  最後に、労働局長から一言申し上げます。 
 
新田労働局長  皆様、大変ありがとうございました。活発なご意見をいた

だきましたので、いただいたご意見につきましては、今後の

業務に生かしてまいりたいと考えているところでございま

す。 
  特に、熊本県下、ＴＳＭＣの関連の影響は非常に大きいも

のがありましたので、それがデメリットにならないように

配慮しつつ、運営を維持するとともに、出来る限り、多くの

県民の方々にもメリットになるように、労働行政の立場か

ら取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひ、引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。 
  長い間、ありがとうございました。 
 
佐藤雇用環境改善・均等推進監理官  それでは、これをもちまして、令和５

年度第１回熊本地方労働審議会を終了いたします。本日は、

ありがとうございました。 
 


